
住民主体による複合型生活支援サービス事業補助金について（概要） 

 

■団体要件 

・６５歳以上の高齢者に対し、訪問による生活支援サービスを提供する団体 

 ※６５歳未満の人へのサービスを拒むものではない。 

・代表者、会計責任者、サービス提供者を定め、５人以上で構成する団体 

・会則、従事者名簿、会計帳簿等を備え、市内に拠点を置く団体 

 

■その他の要件 

①生活支援コーディネーターと連携して事業の実施をすること 

②市の指定する研修修了者を含む４名以上のサービス提供者を置くこと 

③週３日以上のサービス提供可能日（受付日含む）を設けること 

④市や生活支援コーディネーターをはじめとする関係機関との連絡調整を行うものとして、

支え合いコーディネーターを１名指名し、市が主催する会議等へ参加依頼があった場合協

力する。 

 

■補助金の内容 

 条 件 補助対象経費 補助単価 

基本補助 上記団体要件を満たす場合 サービス調整に必要な報酬、謝礼、

交通費、消耗品費、印刷製本費、

光熱水費、郵便料、通信費、保険

料、委託料、会場使用料、備品購

入費等 

30,000 円/月 

※補助対象経費と補

助単価を比較して低

い方 

活動強化加算 活動の充実化と持続的な活動を

実行する目的として、コーディネ

ーターを５人以上配置する場合 

15,000 円/月 

通いの場加算 高齢者の介護予防に資する地域

の通いの場開催する場合 

※介護予防体操、健康体操実施 

※1 日３人以上の利用、１日３時

間以上の開所 

①週１日以上開催 

 12,000 円/月 

②月２回以上開催 

 6,000 円/月 

移動支援加算 自家用車両等による移動支援サ

ービスの提供を行う場合 

自家用車両等による移動支援サー

ビスの提供に係る自動車保険料 

１日１台あたり上限

額 

 1,700 円 

初度調弁加算 基本補助の条件に同じ 事業着手に伴う当初の設備備品に

かかる経費 

設備経費の 1/2 

上限 50,000円 

☆訪問型サービスＢ事業を併せて実施する場合は、別途申請が必要です。 

 

 

  

問合せ：地域福祉高齢課 

☎0721-53-1111 



住民主体による複合型生活支援サービス事業補助金 申請の流れ 

  

住民主体による 

複合型生活支援サービス事業 
訪問型サービス B 事業 

●申請（事業実施前に必要書類を添えて提出してください。） 

・住民主体による複合型生活支援サービス事業 

補助金交付申請書（様式第１号） 

・定款、規約、会則、 

事業内容がわかるパンフレットなど 

・役員名簿または会員名簿 

・訪問型サービス B 事業助成金交付申請書 

（様式第１号） 

・定款、規約、会則、 

事業内容がわかるパンフレットなど 

・役員名簿または会員名簿 

●交付決定 

 提出書類や事業内容の聞き取りにより審査しま

す。審査の結果、補助金の交付について決定すれば

「住民主体による複合型生活支援サービス事業補

助金交付決定通知書」を送付します。 

提出書類や事業内容の聞き取りにより審査しま

す。審査の結果、助成金の交付について決定すれば

「住訪問型サービスB事業助成金交付決定通知書」

を送付します。 

●補助金の請求（概算払いの場合）  

・住民主体による複合型生活支援サービス事業 

補助金概算払交付請求書（様式第８号） 

・口座振替支払依頼書 

・住民主体による複合型生活支援サービス事業 

交付決定通知書のコピー 

 

●事業実施 

事業計画書のとおり事業を実施してください。変更する必要がある場合は、事前にご相談ください。 

●実績報告（年度末） ●実績報告・請求（月ごと） 

事業完了後、必要書類を添えて報告してください。 

 ・住民主体による複合型生活支援サービス事業 

補助金実績報告書（様式第５号） 

 ・領収証等の原本及び写し 

（原本は確認後返却します） 

 

実績のあった翌月に報告・請求をしてください。 

・訪問型サービス B 事業助成金請求書 

（様式第４号） 

・訪問サービス B事業を実施したことが 

わかる書類 

・訪問サービス B 事業助成金交付決定通知書 

のコピー 

●補助金額の確定  

事業完了後、必要提出書類や聞き取りにより審査を

し、補助金額の確定を行います。 

確定した内容について、「住民主体による複合型生

活支援サービス事業補助金確定通知書」にてお知ら

せします。 

 

 

概算払いが必要のない

場合は、事業完了後に

請求してください。 

※概算払で補助金請求をしていない場合は、

補助金の請求をしてください。 

※概算払で交付した補助金額が確定額より多

い場合は、差額を返還していただきます。 


